
６８

近代天皇制と労働行政

三　好　正　巳

１． 対抗基軸と政治過程

　第一次世界大戦は，日本資本主義の市場条件を大きく変化させた。すなわち ，

ヨーロッバ諸国がアジア市場から撤退せざるをえなくな ったのに，一方中国に

　　　　　　１）
たいする「分割」はやっと始まっ たばかりで，アメリカとの間の中国市場をめ

くる対立も深まっ た。 この「分割」競争は，当然に軍備の拡張競争を深刻化さ

せたし，それは日本資本主義の産業構造の重化学工業化を促進することにもな

った。しかし，このような市場条件の変化は，逆に政治的条件に大きく規定さ

れることをも意味し，ベルサイユ＝ワシントン体制はたしかに市場再分割を制

肘したが，ロシア革命の成功はアジアにおいてもヨーロッパにおいても ，ベル

サイユ＝ワシソトソ体制の制肘力を巨勢することにな った 。

　さて ，市場条件のこのような変化は，日本資本主義の杜会的構造をも旧体の

ままに置くべくもなか った 。

　（１）機械制工業は，生産財部門をも掌握し，生産財部門の相対的独自な拡大

を可能にするようなところまで到達した生産力は，労働手段と労働との結合形

態（労働様式）の資本主義化（「近代化」）を成熟させた。すなわち，労働様式の

資本主義的成熟は，機械 ・装置体系のもとに結合された労働，したか ってこの

労働は労働組織を形成するが，機械 ・装置体系が工程に分割編成されるととも

に， 労働もまた編成された労働組織を形成することで，そこに照応する労働関

　　　　　　　　　　　　　　　　（４３８）
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係と労働者をつくりだす。すなわち，雇用形態，管理労働の分離と新型熟練に

もとづく階層化された労働者をつくりだす 。

　しかも ，機械と大工業の発展は，富の創造にとっ て労働時問と充用された労

働力の量よりも労働時間中に動員される諸作用因の力か基礎とならしめる 。こ

こでは，労働にたいする資本の支配は，実質的な包摂の域に達するものとなる 。

資本の労働にたいする支配がここまでくると ，工場内部においての規制

（・・ｇｕ１・ｔｉＯｎ）は「近代的」な形態をとらざるをえなくなる 。工場内部における

諸規則の複合は一つの制度となる 。そして ，この制度の成立は，その内容と形

態とにおいて ，国家による統括の実態を表わすものとなる 。もちろん，工場内

部における規制が，慣習と慣行から規則と制度に移行する過程は，自然成長的

過程ではなく ，労働者による抵抗を媒介とする過程である 。しかも ，団体交渉

と協定として定立するまでには，なお長い曲折する過程を必要とする 。すでに ，

早くは１９０４（明治３７）年頃より ，神戸のマッ チ軸木同業組合と軸木職工組合と

が慣習的に団体交渉を行な っていた（杜会局労働部『団体交渉並労働協約 二関 スル

調査』１９２７年，１０頁）という 。また，１９１０（明治４３）年には，欧文植字工組合欧
　　１）

友会が東京の秀英舎，築地活版所その他数工場との間でクローズド ・ショッ プ

協定を締結した。もちろん，団体交渉権の確認を要求する争議は、１９１９（大正

８）年以後のことであ って ，１９２１（大正１０）年には団体交渉権の獲得を限目と

する争議が多発した（同上書，１４～５頁）。

　１９１７（大正６）年から１９（大正８）年にかけて ，同盟罷業は急激に増加してい

る（付表１）。 とくに大戦による好況と物価局騰のなかで製造業における賃金増

額をめぐる争議が圧倒的に多か った。１９１７年の日鋼室蘭（参加人員４ ，Ｏ００人），長

崎造船所（同１万人），東京富士ガス 紡（同２，Ｏ００人），大阪鉄工因島（同６，Ｏ００人）
，

１９１８（大正７）年の浦賀ドック（同５，３００人）など大工場，軍需工場に大争議の

発生をみたことは注目に値する 。

　これら大工場の争議では，単に賃金増額にとどまらず，その配分について強

い要求と抵抗を試みていたのか目をひく 。日鋼室蘭争議ては，この配分決定に
　　　　　　　　　　　２）
ついて最後まで抵抗した。しかも友愛会の調停への乗りだしにたいし，会杜側

　　　　　　　　　　　　　　　　（４３９）



　７０　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻　第４ ・５号）

は「局外者の容曝を許さず併し鈴　　　付表１　同盟罷業件数および参加人員

木氏の好意にて陳述する処は聴取

すべし」（『小樽新聞』大正６年３月

２１日 ，前掲『日本労働運動資料』第

３巻，５７１頁）という態度でこれを

拒絶した。さらに，争議解決後首

謀者とみなされた２２名が作業の都

合という口実で解雇されたが，そ

の多くは友愛会支部幹部であ った

という（［小樽新聞」同年３月２８日
，

同上書，５７２頁）。 友愛会会員が中

心とな って組織し指導する争議が

同盟罷業件数 同盟罷業
参加人員

１９０８（明４１） １３ ８２３

０９（４２） １１ ３１０

１０（４３） １０ ２， ９３４

１１（　４４） ２２ ２， １００

１２（大元） ４９ ５， ７３６

１３（　２） ４７ ５， ２４２

１４（　３） ５０ ７， ９０４

１５（　４） ６４ ７， ８５２

１６（　５） １０８ ８， ４１３

１７（　６） ３９８ ５７ ，３０９

１８（　７） ４１７ ６６ ，４５７

１９（　８） ４９７ ６３ ，１３７

（備考）　１ ．内務省警保局調査，労働省［労動行政史」第

　　１巻，１９６１年，付属統計より作成 。

発生するようになると ，友愛会自体その性格を問いなおされねぱならなくな っ

た。

　日鋼室蘭の争議以後，友愛会員にたいして抑圧が加えられたが，この抑圧は

当事者以外の介入について，強権以外これを認めようとしないという治警法第

１７条の延長上のものと理解されうる 。したが って ，この段階では，友愛会は自

から宣言を発し（１９１７年８月１日），「元来資本労働の利害は必ず相一致すべく

して ，決して相醗離すべきものにあらず，吾人は資本家に対して，誠意と温情

とを要すると共に，吾人労働者も亦努めて和衷協働の念あるを要す。不幸にし

て相互の間に，意見を異にするが如き場合あるも ，萄くも軽挙妄動を慎み，穏

健なる手段に依りて解決の途を講じ以て此空同１』の時局に際して挙国一致の実を

挙げ，柳か国家の進運に寄与する所なかるべからず」（ｒ労働及産業』第７３号，法

政大学大原杜会問題研究所，総同盟５０年史刊行委員会編［労働及産業』（６），復刻版 ，

１９７６年）と弁明せざるをえなか った。同時に，労働組合は，交渉権を確保する

ための組織をどうするかという問題にあらためて逢着することにな ったし，労

働組合への自由な加入の権利の獲得が課題とな った 。

　第一次大戦後の景気の後退から恐慌期には，賃金のほかに労働時間短縮か争

　　　　　　　　　　　　　　　　（４４０）
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点にな った。しかし，当時の技術水準は多くは熟練工の技術に依存するところ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
であ って ，労働時間の延長は労働生産に逆に影響するところであ った。したが

って ，労働８時間制は賃金決定標準として要求されたに過ぎないのが実情であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
って ，多くは残業付８時間制であ った。労働８時間制は，そのかぎりでは資本

の側の意見は明解であ った。すなわち，東凧芝浦製作所の河越初太郎は「我国

の値上げ運動や８時間制問題は欧米の夫の如く労働者の覚醒思想上の変化より

胚胎して起れる主義には非ずして刻下の物価昂騰より来る生活の圧迫が其主因

にして之に杜会主義者及ひ所謂世の識者なる者の欧米思想と結ぴ付くる事に依

って益 々大を成した者と見るを妥当とするか故に問題の性質は重大なるも此の

解決は誠に単純である」（大原杜会問題研究所編ｒ日本労働年鑑』大正９年版（復刻

版第１巻），法政大学出版局，１９６７年，８５７頁）という 。したか って ，１９２０（大正９）

年の不況が到来すると ，「作業時問を短縮し或は常傭制度を請負制度に変更し

若は労働者の部署を変換して比較的不慣れの作業に従事せしむる等の方法を講

じ以て可及的労働賃銀を少額に為す」（ｒ労働争議の概況」 ，７７頁，内務省『大正１１

年労働運動概況』（復刻版），明治文献，１９７１年，所収）ことが意図され，残業の廃

止がはかられた。このように，労働時間制は，この段階ではなお独自の権利要

求とはなりえなか った 。

　（２）生産の集積を進め独占の形成を可能にするまでにな った資本主義の発展

は， 米騒動を契機とした植民地経営強化を軸とした食糧 ・資源政策によっ て，

国内農業を隷従化することとな った。とくに，米穀法の制定（１９２１年４月４日 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
法律第３６号）は，市場価格機構にたいする国家の介入を意味し，農業生産機構

はそのままにしなから国民経済的調整を意図したものにほかならなか った。し

かし ，この米讃法が１９２５年の改正で自からの性格を明らかにした「数量又は市

価」の調整の意図において ，米価の基準を明示しえないままに，この段階では

価格統制手段としてはほとんど非力であ った。それでもなお，米穀法が制定さ

れたことの意義は大きい。ただ，実際の運用によっ ては，米穀市場におげる地

主経済的性格を否定するものであ ったことは明らかであ った 。

　また，第一次世界大戦を契機とする資本主義の急速な発展は，それまでの

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４１）



　７２　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第４ ・５号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）「再版＝半封建制的零細農業と資本主義商品杜会との連結の諸脈絡」（井上晴丸

『日本協同組合論　　理論と史的分析一』研進杜，１９４９年，９１頁）か大きく変化する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クサビなかで，「従来隷農制的小生産との抱合の喫たりし諸亜流資本、地方資本の没

落整理せらる）こよっ て生ずるところの，ギ ャッ プをそれにて埋め，よっ ても

って大戦中目本独占資本主義の飛躍に基くその隷農制との抱合の矛盾の拡大
，

農業危機の一層の深刻化に相応ぜん」（同上書，９６頁）として ，産業組合は大き

く発展した。とくに，組合系統機関（主として府県聯合会）が発展し ，「縦と横

との全貌に於て一応の編成が成し遂げられた」（同上書，９６頁）。

　しかし，この産業組合に組織されたのは，多くは自作 ・自小作であ って ，小

作以下の加入率は甚だ低くか った（前掲ｒ日本協同組合論理論と史的分析一』 ，

１０９頁）。 この小作農は，戦後恐慌下では小作条件の改善にしか生きる道はなく
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
１９２０（大正９）年頃を境に小作人団体を組織して小作料軽減運動を行なうよう

にな った（「農業争議の概況」 、４頁，前掲『大正１１年労働運動概況』所収）。 この運

動はやがて小作権要求となるが，しかし小作権要求として明確になるのは地主

による土地取り上げが起 ってからである 。しかも ，小作人団体が一町村の枠を

こえて組織されるものが相当数あ ったことは，農村杜会の変化の一つの重要な

指標でもある 。

　（３）日本在留朝鮮人労働者による独自の争議も発生した。１９２２（大正１１）年

には岸和田紡績春木分工場の２７１名が，差別待遇に反対して３日間の罷業にい

たる争議が発生しており ，この時期から目本在住朝鮮人労働者による争議も若
　　　　　　　　　　　８）
干あらわれはじめている 。なお，ほぽこの時期には，農業労働者としても雇用

されており ，小作地を取り上げ自作する場合の労働力として雇用される例もみ

られた（前掲「農業争議の概況」 ，４６～７頁）。 ここでは在日朝鮮人労働老問題は ，

賃金の民族的差別の問題であ った 。

　さて，このように対抗基軸が資本関係に移行したことによっ て， しかも ，重

化学工業の急速な発展によって ，工場ないしは職場における労資関係を規律す

る制度の再編成が要請されるようにな った。もちろん，それは工業ばかりでな

く， 農業にも及んだ。すなわち，半封建的な地主一小作関係の弛緩は，地縁 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４２）
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血縁的関係をも破砕しはじめる 。都市および農村におけるこうした変化は，当

然のことながら分権的再編成を呼びおこさずにはおかない。それは，資本家や

地主にたいする自治権の一定の保証とならざるをえない。しかも ，それら自治

権の保証は，天皇制絶対主義権力と保証の程度として調和しなげれぼならない 。

いずれにしても ，官僚的特権政治の機構では，工場ないし職場で起 っている問

題はもとより ，農村杜会における変化にも対応しえなくな ってきた。すなわち ，

米騒動，労働運動，小作争議など，そのひろがりをみても ，いまや民衆を全く

無視する政治は有りえなくな った。それは，まさに一つの政治的危機であ った 。

　しかし，他方，増加する歳出をまかなうために国債（内 ・外債）への依存も

増加し ，急速に膨張する地方財政の地方債（内 ・外ｆ責）依存を考慮すると ，財

政自体が経済政策からも財政収入の面からも財界との密接な関係を一層深くし

たことを知ることができる 。

　さらに，天皇の交替による「天皇制の政治統合力の顕著な弱体化」（利谷信義 ・

本間重紀「天皇制国家機構　法体制の再編　１９１０～２０年代における一断面一」 ，原秀三

郎・ 峰岸純夫 ・佐 々木潤之介 ・中村政則編『大系日本国家史』５ ，近代ｕ ，東京大学出

版会，１９７６年所収，１５７頁）をもたらし ，政治的統合力の再編 ・補強の機構を生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
み出さずにはおかなか った。たとえぼ，各種調査会，審議会は，そこでの重要

な役割を果した 。

　１９１８（大正７）年の原敬内閣の成立は，天皇制統治機構の一定の変化を象徴

するものであ った。しかも ，政党政治体制の成立は，組織拡大に狂奔する過程

で， 地方政治への湊透と再編成をも具体化したが，この湊透 ・再編成過程は利

権と結びついて行なわれた。そして ，ここに統治機構は一定の範囲にしろブル

ジョア的性格を強めるとともに，その腐敗の条件をも成熟させて行 った 。

　　１）１９０７（明治４０）年に設立された欧文植字工組合欧友会（会員１２６名）は，当時

　　　の欧文活版工（３５０人程度）の４割弱を組織した職能別組含であ った。すなわち ，

　　　欧友会規則の第２条は，「技術の改良進歩を図り相互の交誼を親密ならしむるは

　　　勿論同業者の自覚を喚起し其福利を増進するを以て目的とす」（労働運動史料委

　　　員会編『日本労働運動史料』第３巻，１９６８年，５２２頁）という
。

　　　　また，会員の性格は「幾年修業の苦を積み惨を嘗め擁て一箇の技術者」（同上

（４４３）



７４　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第４ ・５号）

　　書，５２９頁）でありながら ，多くは「活版職工」としかなりえない。こうした産

　　業制度の発展に当 って ，境遇の改善のために，一方的な入職規制はもはや困難と

　　な ったことからクローズド ・ショッ プ協定の締結による規制に向わしめたのも当

　　然である 。しかしこの協定は永くは続かなか った。団体交渉制度と団体協約の要

　　求か本格化するのは，職能別組合の限界か明らかになるなかであ った 。

　２）要求は２割の増率で，これに対する回答は在職６ケ月未満は従来の率，６ケ月

　　以上勤続者は１割５分ないし３割の増率というところまで歩みよっ たが，従来の

　　増賃方法では「各工場内の組長，班長，組頭，小頭等の申達に依りて増賃し来り

　　此には依佑晶眞，賄賂等の行為多く偏頗の弊風あり会杜側に於て実行せんとする

　　成績良好なる者に対し３割方増賃は到底実行至難」（『小樽新聞』大正６年３月２０

　　日 ，前掲『日本労働運動史料』第３巻，５７０頁）なりとして ，これを罷業者は受

　　諾しなか った 。

　３）機械工業の作業は，「相当の力作業でなけれぱ精密な注意の下に行はるべき作

　　業で而も堪え難き高熱体の近くにありて操業するものや火傷其他機械により生ず

　　るべき危険に直面しつ二 操作するものが相当ある事によるも又他面他工業よりも

　　発達せる此の工業に於ては作業が能率的に整頓されておる事によるも ，其の就業

　　時間は他の工業に比して一般に短くなる」（中央職業紹介事務局『職業別労働事

　　情』（３），機械工業，１９２７年，２９頁）という 。

　　　また，８時間労働制は，川崎造船所で採用されて以後，大工場では急速に普及

　　することとな ったが，その背景にＩＬＯで８時間労働制が議題とされたこともあ

　　 ったろう 。なお，時間短縮が労働生産性におよぼした効果については，大前朔郎

　　　池田　信『日本労働運動史論一大正１０年の川崎　三菱神戸両造船所争議の研

　　究』日本評論杜，１９６６年，１２６～９頁を参照のこと 。

　４）１９２０（大正９）年７ ・８月の調査（三菱合資会杜査業課）によれぱ，川崎造船

　　所をはじめ３２の８時間労働制実施企業で，原則として単一８時間制を実施するも

　　のは８時間３交替をふくめても１０企業であ った。残業付の場合の賃金は多くは残

　　業により著しく増収し，単一制の場合は多くは多少の増収をみただけであ った

　　（大原杜会問題研究所『目本労働年鑑』大正１０年版，１９２１年，１０５～６頁）。

　５）米価は，「生産価格をもたず，価値 ・費用価格によっ て規制される市場価格を

　　もつだけで，…… すくなくとも当面の段階までのところでは，最劣等地の費用価

　　格を基準とする自由価格であ った」。米穀法は，「生産価格機構をもたない米の価

　　格へ政府か政治的に統制を加えたもの」（硲　正夫『米価問題』弘文堂，１９６６年
，

　　２３１～２頁）であ った 。

　６）　 この「連結」は，（１）資本家的家内労働ならびにマニ ファクチ ュアおよび大工

　　場での隷奴労働力販売，（２）半隷農制的零細農業での半隷農的現物年貢とその耕作

　　農民の自家消費農産物の二重の販売を通じて連結し，（３）以上の労働力販売と農産

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４４）
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　物販売により得た貨幣で資本制商品杜会にたいする国内市場の過半を形成するこ

　とで完了するという（前掲『日本鴇同組合論一理論と史的分析一』 ，９１頁）。

７）１９２２（大正１１）年１２月１６日現在で，小作人団体は総計１ ，１１４（うち１町村内

　１ ，０６８，数町村にわたるもの４６）で，ちなみに地主団体総数２４７，協調団体総数

　１７６であ った（「農業団体の概況」 ，１５～８頁，前掲『大正１１年労働運動概況』所

　収）。 とくに ／」・ｆ乍人団体は１９１９（大正８）年頃から急増している（同上書，１９～

　２１頁）。

８）　日本人労働者との抗争も時に発生した（前掲『日本労働年鑑』第１巻，６５３頁）。

９）たとえば，防務会議（１９１４年）は，軍閥批判にたいする「統帥の独立を前提と

　して ，国務がその『施設』の実行をはかる」（前掲『大系日本国家史』５ ，１７８

　頁）という形での調整であ ったし ，経済調査会（１９１６年）は「財界 ・官僚および

　政党の合作による経済政策の提唱」（同上書，１６７頁）を意図したものであ った 。

　　なお，これら調査会 ・審議会と調停制度のもつ意味を同列にあつかうことには

　異義がある 。

２． 労働行政の「転換」

　機械制大工業の展開は，労働者とりわけ補助労働者の酷使と生産過程におけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
る人体保護手段の掠奪（工場災害の発生），労働者の絶望的従属を生みだす。機

械制大工業が生みだす労働者の酷使と工場災害こそが，初期の段階で労働問題

と意識された。しかし ，これか杜会問題化する過程か階級闘争を媒介すること

な〕こは，この労働問題は工業政策の一分野において意識され政策対象化され

るにとどまらざるをえなか った 。

　明治政府の国策のもと産業資本確立過程において発生した悲惨な労働者状態

にたいし ，まずは政府こそがｒ救済主」（早風八十二『日本杜会政策史』青木文庫

版（上），１５２頁）として立ちあらわれた。１８８１（明治１４）年農商務省が設置され
，

翌年にな って工業労働の政策 ・行政のための基礎調査が開始された。その後 ，

　　　２）
工務局は労役法，師弟契約法，工場規則などの編纂に着手し ，１８８９（明治２２）

年以後１８９５（明治２８）年までの間，しばしば調査を行ない度 々法案を編纂した

（通商産業省『商工政策史』第８巻，商工政策史刊行会，１９６２年，１６～７頁）。 とくに ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４５）
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１８９６（明治２８）年の第１回農商工商局等会議で「職エノ 取締及保護 二関 スル件」

についても諮問された。この時の政府の主張は，「工業の原動力」としての労

働力の保護であ ったが，この会議での農商務次官金子堅太郎の議論は労資関係

の三分を法律に期待したにすぎない（同上書，２０～１頁）。１９１１（明治４４）年３月

２９日工場法（法律第４６号）はようやく成立したが，政府が工場法に期待したの
　　　　　３）
は職工保護はかりか工業保護でもあ ったという（同上書，５２頁）。１９１６年（大正

５）年に工場法が施行されたとき，前年に新設された農商務省商工局工場課が

全国的な統括事務を担当し，地方事務は東京府は警察庁その他の府県は各警察

部が当り ，商工局に置かれた工場監督官および工場監督官補は警察庁ないし警

察部の指揮下に配置された 。

　工場法の施行は，「産業革命の惨禍の後始末」（前掲『日本杜会政策史ｊ（上）
，

２３６頁）でしかなく ，零細工場と巨大工場が並置された再生産構造が膨大な農

村潜在的過剰人口を基盤として成立しているかぎり ，保護立法は当初から機能

を限定されていた（同上書，２３７頁）。 工場法のこうした限界は，他方で工業政

策に組みこまれ，労働者保護行政を農商務省の所管たらしめることを可能にし

た。 同様に，鉱山労働者の保護についても ，農商務省鉱山局か管轄した 。１８９０

年の鉱業条例（明治２３年９月２６日 ，法律第８６号）は，１日１２時間以上の労働を制

限し，保護鉱夫の労働時間，職種の制限を規定し省令に具体的内容を委ねたま

ま省令は実現しなか った（労働省ｒ労働行政史』第１巻，労働法令協会，１９６１年，７１

頁）。

　労働者の酷使と工場災害が工業政策の対象とされ農商務省の管轄に移された

ことは，救民問題から労働者問題への分離 ・移行が開始されたことを示した 。

しかし ，他方で，労働者問題か工業政策の対象として労働力対策として把握さ

れたことは，労資間の紛争を治安問題としてとらえさせることと対をなしてい

た。 未成立におわったが農商務省が意図した職工条例では，罷業取締がふくま

れていた。後に，職工条例が工場法へと発展するなかで ，罷業取締条項は別個
　　　　　　４）
の展開をとげた 。

　労働争議を直接に取締対象とする治安警察法（１９００年３月１０日 ，法律第３６）は
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（４４６）
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労働組合運動をその朋牙のうちに徹底して抑圧した。組織的運動か抑圧された

もとでの労資関係は，封建的束縛や国策に根ざした「特権」に規定された資本

関係にとっ て必須の条件でもあ った。しかし ，官営工場や鉱山，大造船所など

では，すでに親方制度を軸にした労資関係は解体ないしは解体し始めつつあ っ

て， この過程で発生する争議は強権的取締のみでは対応しきれるものではなか

った 。

　直傭制への移行にともなう職場　　　　　付表２　賃金問題を主因とする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同盟罷業の推移
の新規律を彩成するためには，労

働行政の転換を必要とした。とく

に， 第一次世界大戦以後の重化学

工業化の進展は，労働市場を拡張

しひいては労働諸条件をめぐる労

資間の対立をもクローズ ・ア ップ

することにな った。内務省の「労

働争議の概況」（内務省『大正１１年

労働運動柿況』復刻版，明治文献 ，

１９７１年）は，「争議の傾向及内容

を一言すれば全期（日露戦争より

欧州大戦勃発まで一引用者）を通じ

て比較的単純なりしと云ふを得べ

し即ち其の原因の如きは主として

物価の高低、労働の需給関係に基

同盟罷
賃金問題を 総件数に対

業件数
主因とする する割合
同盟罷業 （％）

１９０７（明治４０） ５７ ４３ ７５ ．４

１９０８（　　４１） １３ ５ ３８ ．５

１９０９（　　４２） １１ ８ ７２ ．７

１９１０（　　４３） １０ ４ ４０ ．Ｏ

１９１１（　４４） ２２ １４ ６３ ．６

１９１２（大正元） ４９ ３５ ７１ ．４

１９１３（　　２） ４７ ２０ ４２ ．６

１９１４（　　３） ５０ ３６ ７２ ．０

１９１５（　　４） ６４ ４６ ７１ ，８

１９１６（　　５） １０８ ７５ ６９ ．４

１９１７（　　６） ３９８ ３１８ ７９ ．９

１９１８（　　７） ４１７ ３５７ ８５ ，６

１９１９（　　８） ４９７ ４１７ ８３ ．９

１９２０（　　９） ２８２ ２１５ ７６ ．２

１９２１（　　１０） ２４６ １３５ ５４ ．８

１９２２（　　１１） ２５０ １３８ ５５ ．２

（備考）内務省『大正十一一一 年労働運動概況』（復刻版）ｒ労

　　働争議の概況」明治文献，１９７１年，１６～７頁１より作

　　成 。

き賃金増額を要求し又は其の減額に反対し或は監督者に対する単なる感情等よ

り一時的に事端を発するに過ぎずして所謂人格的の待遇改善を要求したるが如

きは甚だ稀有に属せり」 、また、争議は「其の時其の場限りの一時的突発事件

にして所謂階級的意識に立脚したるものにあらざりしが如し」（同書，６～７

頁）という 。政府のこうした認識こそ，第一次大戦後の労働争議の激化（付表

２） ，国際労働機関（ＩＬＯ）が設置されるという世界の趨勢と労働総会労働代表

　　　　　　　　　　　　　　　　（４４７）
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の選定問題などを契機にして，労働政策の基本方向についての修正を決意させ

たものといえよう 。１９１９（大正８）年に，政府は「穏健な労働団体の成立はこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
れを阻害するものでない」という方針を明らかにした。この方針にもとづいて ，

労働組合法案の作成を意図し，労資関係の安定のために，労働委員会制度の導

入をはか った。ここに労資協調のための機構整備のための労働行政への「転

換」が開始されることにな った 。

　　　　　　　　　　　付表３　労働争議に伴う犯罪検挙調

騒擾罪 同罪と他の 治警法第
法令違犯

同左と他の
１１条違犯

騒擾罪と治警
法令違犯

其の他の
法第１７条併合 法令適用

計

件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

１９１４（大正３）
一 一 一 一

５ １８

一 一 一 一
１ １４ ６ ３２

１９１５（　　４）
一 一 １ 一

５ ６４

一 ■ 一 ■
１ １ ６ ６５

１９１６（　　５）
一 ■

１ １９ １１ ３１ １ ９
■ 一 ■ 一

１３ ５９

１９１７（　　６） １ ２８

■ 一
２１ １３６ １ ２

１ 一
２ ８ ２５ １７４

１９１８（　　７） １５ ９１０ ６ ５７４ ２６ １７２ ３ １５０ １ ３４ １５ １２５ ６６ １， ９６５

１９１９（　　８） ５ １２５ ８ １９６ １６ １０７ ２ １２

一 一
６ ９６ ３７ ５３６

１９２０（　　９） ２ １７９ ２ ３ ２２ １８５

一 一 一 一
２ １１ ２８ ３７８

１９２１（　　１Ｏ） １５ ３２３ ８ ７０ １１ ５８ ３ ２６

一 一
６４ １５７ １０１ ６３４

１９２２（　１１） １ ６１

一 ■
４ ４３

一 ■ 一 一
２８ １０９ ３３ ２１３

計 ３９ １， ６２６ ２５ ８６３ １２１ ８１４ １２１ ８１４ １ ３４ ９１ ５２１ ３１５ ４， ０５６

（備考）内務省ｒ労働争議の概況」（前掲［大正十一年労働運動概況』）１６２～３頁より作成
。

　労資楊調の機構は，本来的には労働権の制限なしには成立しえない。そのか

ぎりでは労働運動の強権的抑制は基本的には変らなか った。治安警察法は，労

働組合法案提出の動きのもとで労働争議への介入を　段と強めるものとして利

用され（付表３），さらに杜会主義運動の弾圧のために徹底して利用された。し

かし ，労働政策の基本方向の転換は，労働争議については一応それを治安問題

と切りはなし，労働組合運動を協調機構の中に統括することを必要とした。労

働争議の取締から調停への方針の「転換」も ，「自由主義の労働政策の時代」

が始まっ たものではなか ったことは，風早の指摘（前掲『日本杜会政策史』下 ，

３９３頁）したとおりであ った。１９２３（大正１２）年，緊急勅令治安維持 ノ為 ニスル

罷則 二関 スル件（勅令第４０３号）か公布され，１９２５（大正１４）年には治安維持法

（同年４月２２目 ，法律第４６号）か制定された。治安維持法によっ て， 「国体ヲ変革」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４４８）
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することや「私有財産制度ヲ否認」することが全面的に禁止された。治安警察

法第１７条，第３０条は削除されたが，治安警察法による労働争議の抑圧はその後

も続いた。こうして ，労働政策の基本方針の「転換」にもかかわらず，労資関

係にたいする労働行政は，労働争議への介入であ って ，労働組合法案が提出さ

れたことによっ ても ，事情に根本的変化はみられなか った。むしろ ，労働争議

への介入は，暴力行為等処罰 二関 スル法律（１９２６年４月１０日 ，法律第６０号）の適

　　　　　　　　　６）
用によっ て強められた。しかも ，治安警察法第１７条および第３０号の削除とかか

わっ て制定された労働争議調停法（１９２６年４月８日 ，法律第５７号）の施行で，公

　　　　　　　　　　　　　　　７）
的　臨時的に設置される調停委員会の「和解的調停」か制度化されたか，法制

定を機にして法律によらない事実調停こそか法制定以前にまして増加した。そ

のはあいの調停者の多くか調停官吏はもとより警察官ないし市町村長その他官

吏であ った。それゆえ，この法律で直接規程（職権調停）している公益ならび

に軍事にかんする事業での争議権の制限にととまらず，増加する事実調停によ

って争議権はより　般的に制限されることにな った 。

　　　　　　　　　　　　　８）
　工場監督官および鉱務監督官がおかれたことによっ て， 労働行政のうち労働

監督行政機構が形成されることにな った。もちろん，それは独自の行政機構と

して完成したものではなか った。さらに，労働行政の領域は，第一次世界大戦

　　　　　　　　　　　　　　　
９）

後の景気後退から恐慌期に失業問題か顕在化したのをきっ かげにした職業紹介

その他失業救済 ・防止事業の実施によっ て拡張された。１９２１（大正１０）年の職

業紹介法（同年４月９日 ，法律第５５号）が施行され，１９２３（大正１２）年からは中央

と地方に職業紹介事務局がおかれた。１９２２（大正１１）年に内務省杜会局が設置

され，従来各省に分属していた労働行政事務が概ね統合されることにな った

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
（図１）。 その後，労働争議調停法の施行にともない，杜会局官制は変更された 。

　このように，１９２６年の段階で労働行政機構の原型が完成した。この行政機構

は， 内務者の外局として設置された杜会局と商工省（１９２５年農商務省の商工 ・農

林両省分離）鉱山局 ・逓信省管船局が掌握する事項をふくめて成立したもので

あっ た。 もちろん，この行政機構が，近代天皇制の行政機構であ ったのは明ら

かであ って ，そのことは，労働監督行政か商工行政から完全に独立しえていな

　　　　　　　　　　　　　　　　（４４９）
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労働監督機関組織図

農
商
務
大

れる 。すなわち，労働者保護

行政，労使関係行政，職業行

政といわれながらも ，それら

が天皇制官僚による治安対策 ，

労働力対策を超ええなか った

ことによる 。

　基本方針の「転換」と杜会

局の設立によっ て， 労働行政

が治安行政や商工行政にたい

し独自な行政領域を形成し始

めたといえる 。それは，大正

デモクラシーという時代を反

映したものにほかならなか っ

た。 しかし，この労働行政の

限界は，雇用保障のための職
　　１１）
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　１９２４年８月現在
。

　杜会局「本邦 ノ労働監督制度」（労働保護

資料第三輯，１９２４年８月改訂版），２９頁より
。

業行政および杜会保障の脆弱さにあ った。したが って 、昭和大恐慌期における

大量失業に対しては充分に対応しえなか った 。

１）マルクスは，機械経営が労働者に及ぼす第一次的影響として ，（１）資本による補

　助的労働力の領有（人問的搾取材料の増加），婦人労働と児童労働の酷使，（２）労

　働日の延長（労働者の全生活時間の没収），（３）労働の強化（労働力のますます強

　度な搾取）をあげた。さらに，工場全体として ，労働者の絶望的従属が完成し ，

　生産過程における生命に危険であるか，または健康に有害な諸事情に対する人体

　保護手段の掠奪（工場災害の発生）を指摘している（『資本論』岩波文庫版（３） ，

　１４０～２０３頁）。

２）農商務省が設置された当初は，工部省が存続し，重 ・化学工業は工部省の所管

　　　　　　　　　　　　　　（４５０）
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　であ った。それゆえ，農務省の所管とされたのは，以前に内務省の所管であ った

　農商工業行政であ って ，工部省が廃止された１８８５（明治１８）年末以後農商務省工

　務局は全工業に関する政策 ・行政を所管することにな った 。

３）工場法による労働者保護の内容は，提出案の修正の過程で関係工業者の主張を

　入れて後退した。その保護水準の低さだけでなく ，とくに工場 ・施設の規程（認

　可 ・検査 ・義務）は全く後退し ，職工規則の削除と保護職工規程の後退および適

　用範囲の制限によっ て， 労働者保護は労働権の内容として自己を主張するまでに

　はいたらなか った 。

４）当初の労働争議の取締は，刑法治罪法のｒ商業及 ヒ農エノ 業ヲ妨害スル罪」が

　適用され，新刑法でこの条項が廃止されるまで活用された。日清戦争後に労働争

　議が多発すると ，府県令をもっ て同盟罷業を禁止し，あるいは警察官が工場を臨

　検巡視して事前に抑圧する措置が講じられた（前掲『労働行政史』第１巻，１０１

　～２頁）。

５）１９１８（大正７）年，政府は内務省に設置された救済事業調査会に「資本と労働

　との調和を図る方法如何」について諮問した。半年の審議のすえに翌年３月に ，

　１ ．労働組合は之を自然の発達に委するを可とすること 。２ ．治安警察法第１７条

　第１項第２号は之を削除すべきこと ，を決議するにいた った。１９１９年春の第４１議

　会での政府の労働組合に対する方策にたいする質問に対し ，所管国務大臣は労働

　組合は自然の発達に委する趣旨の答弁がなされた 。

６）１９２６年には，２１件１１５人が検挙されており ，他の法律との併合を加えれば３４件

　２３８人となり ，同法施行以前における治安警察法およびそれと他の法律の併合を

　加えた検挙者数を争議参加人員比で比較してみると ，はるかに増加している 。

７）　９人の委員の構成は，争議当事者双方から各３名，残り３名は当事老が選定し

　行政官庁か嘱託した者とな っている 。しかし ，調停委員会は，事実調停という方

　法があ ったことや「当事者が問題の外部曝露を忌避したること並に労働組合の承

　認と団体交渉の実行が相伴はなか ったこと」 ，そのほか「開設の手続煩雑に過ぎ

　且調停の効力に不備」があ ったため（西実『我国労資調整機構の発達』酒井書店 ，

　１９４０年 ，９３頁） ，１９３０（昭和５）年まで一度も開催されなか った 。

８）杜会局の設置とともに，主として危害予防に関する事項を主管し鉱夫の就業制

　限，賃金支払，扶助その他の保護法規の施行監督のみを移管したが，鉱務監督官

　の任命権は農商務大臣に属した 。

９）　 この時期の失業者数がどの程度であ ったかについては明らかでない。５人以上

　規模工場の従事老でみて ，１９２０（大正９）年は前年より５万人，増勢に転じた翌

　年よりは１３万人減少している 。同じく鉱夫数は前年より２万６，ＯＯＯ人減少してい

　る 。

１０）１９２６（大正１５）年４月の官制改革で，労働部，保険部，杜会部と庶務課の編成

　　　　　　　　　　　　　　　　（４５１）
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となり ，労働部は労務，労政，監督の３課で分掌することとな った。なお，労働

争議調停に関する事項は労務課が事務を掌るものとされた 。

　職業行政は，公益職業紹介事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付表４　　般職業紹介
業と失業救済事業の失業老対策

と， 労働者募集取締による無秩

序な募集と営利紹介の弊害の排

除とを内容とした。第一次大戦

後の恐慌を境にして，失業者の

労働市場への圧迫は慢性化した 。

労働市場のこのような状況のも

とで ，斡旋の中心は日傭就労で

あっ た（付表４）。 大企業の求

人は，むしろ縁故採用を含む直

接募集であ って ，募集取締が労

働者保護を必ずしも十分に果せ

なか ったことこそが問題であ っ

た。 労働力の給源が，なお基本

的には農村におかれていて ，出

稼労働力に対する職業行政は募

集取締によるほかはなか った 。

したが って ，就業 ・就労斡旋は ，

もっ ぱら中心は失業者対策であ　　　　　　　　　　 求人数
　　　　　　　　　　　　　　　（備考）　１ ．求人倍率 ：

った。しかも ，昭和大恐慌期ま　　　　　　　　　　求職者数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就職（労）者数
では，営利職業紹介の占める比　　　　　　就職率＝　求職者数

重が公益紹介よりも大きか った。　　　　　
充足率

＝就職（労）者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求人数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ ．中央職業紹介事務局「職業紹介年報」による 。

求人倍率 就職率 充足率
（倍） （％） （％）

１９２３（大正１２） １． １３ ４３ ．３８ ３８ ．２４

１９２４（　１３） １． １２ ４５ ．３８ ４０ ．５６

１９２５（　　１４） ０． ９７ ３２ ．３０ ３３ ．２１

１９２６（昭和元） Ｏ． ９３ ２８ ．５１ ３０ ．５０

１９２７（　　２） ０． ７９ ２７ ．１４ ３４ ．５４

１９２８（　　３） ０． ９２ ２８ ．７３ ３１ ．２５

１９２９（　　４） ０． ８２ ２９ ．８８ ３６ ．５９

１９３０（　　５） ０． ７８ ２８ ．９５ ３７ ．１６

１９３１（　　６） ０． ８３ ３５ ．２３ ４２ ．４１

日傭労働紹介

１９２３（大正１２） Ｏ． ８８ ８０ ．４６ ９１ ．６２

１９２４（　１３） ０． ８６ ８２ ．２０ ９５ ．３３

１９２５（　１４） ０． ７９ ７８ ．４１ ９９ ．１１

１９２６（昭和元） Ｏ． ９０ ８８ ．７０ ９８ ．２４

１９２７（　　２） ０． ８７ ８５ ．２８ ９９ ．５１

１９２８（　　３） ０． ８８ ８８ ．１４ ９９ ．８７

１９２９（　　４） ０． ８７ ８９ ．３２ １０２ ．８９

１９３０（　　５） Ｏ． ８３ ８３ ．１１ １００ ．０７

１９３１（　　６） ０． ８４ ８２ ．７５ ９９ ．０４

（未完）

（４５２）




